
令和３年10月1日から令和４年３月31日までの随意契約
【選挙管理委員会事務局】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る八尾市入場整理券
印刷関連業務

令和3年10月5日
共同印刷西日
本株式会社

大阪市中央区平野町２
丁目１番２号　沢の鶴ビ
ル

（単価契約）
2,719,556

当該業務は、市内の選挙人名簿に登録された者に対し、選
挙期日の公示日後速やかに各世帯へ送付するものであり、
入札の実施により契約時期が遅れると、入場整理券を封入
する封筒の調達コストが上昇するため、選挙期日確定後早
急に契約しなければ著しく不利な価格をもって契約をしなけ
ればならないおそれがあるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る八尾市選挙人名簿
抄本印刷関連業務

令和3年10月5日
共同印刷西日
本株式会社

大阪市中央区平野町２
丁目１番２号　沢の鶴ビ
ル

（単価契約）
529,219

当該業務は、選挙期日の前々日の23時に業者にデータを引
渡し、翌日の９時30分に成果物の納品を求めるものであり、
非常に限られた時間で大量のデータ処理を行う能力及び深
夜帯における作業体制を備えている業者が一者しかないた
め、入札に適さないもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る計数機等点検業務

令和3年10月6日
株式会社ムサシ
大阪支店

東大阪市長田中３丁目６
番１号

622,336
当該業務を遂行できるのは、機器の製造・販売業者である
同社に限られるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査にお
ける公営選挙ポス
ター掲示場設置等業
務

令和3年10月8日
株式会社スエヒ
ロデンキ

奈良県磯城郡田原本町
矢部338番地の３

5,634,574

当該業務は、契約からの短期間に多数の人材を確保する必
要があり、入札の実施により契約時期が遅れると人材の調
達コストが上昇するため、選挙期日確定後早急に契約しなけ
れば著しく不利な価格をもって契約をしなければならないお
それがあるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）

令和３年度　随意契約の公表（選挙管理委員会事務局）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る期日前投票及び不
在者投票事務等にお
ける労働者派遣業務

令和3年10月11日
テルウェル西日
本株式会社

大阪市東成区中道１丁
目10番26号　サクラ森ノ
宮ビル９F

（単価契約）
5,171,904

当該業務は、契約からの短期間に多数の人材を確保する必
要があり、入札の実施により契約時期が遅れると人材の調
達コストが上昇するため、選挙期日確定後早急に契約しなけ
れば著しく不利な価格をもって契約をしなければならないお
それがあるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る投票所設営業務及
び投票事務業務

令和3年10月12日
株式会社ＫＯＳ
ＭＯ

大阪市中央区西心斎橋
２丁目２番３号ＥＤＧＥ心
斎橋ビル６F

（単価契約）
1,702,800

当該業務は、契約からの短期間に多数の人材を確保する必
要があり、入札の実施により契約時期が遅れると人材の調
達コストが上昇するため、選挙期日確定後早急に契約しなけ
れば著しく不利な価格をもって契約をしなければならないお
それがあるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る期日前投票所仮設
電気設備の借用

令和3年10月16日 ハヤタ電気商会
八尾市教興寺７丁目61
番地

420,200

施設の設備等を熟知し、豊富な経験とノウハウを有する同社
でなければ限られた時間内に確実に電気設備の調達・設置
を行うことができないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る選挙公報配布業務

令和3年10月19日

株式会社日本
旅行　大阪法人
営業統括部　公
務法人営業部

大阪市中央区備後町３
丁目４番１号

3,267,000

当該業務は、契約からの短期間に多数の人材を確保する必
要があり、入札の実施により契約時期が遅れると人材の調
達コストが上昇するため、選挙期日確定後早急に契約しなけ
れば著しく不利な価格をもって契約をしなければならないお
それがあるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る期日前投票所警備

令和3年10月20日
伸和サービス株
式会社

大阪市北区天神橋７丁
目７番５号

508,860

当該業務は、総務部総務課が市役所庁舎の警備業務につ
いて委託契約を締結しており、効率性、経済性を鑑み、同一
業者と業務委託契約するため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る投開票器材搬送業
務

令和3年10月25日
日本通運株式
会社　大阪南支
店

八尾市神武町２番24号 1,326,600

令和3年度入札参加資格者名簿【物品、委託・役務等】に大
分類運送、小分類貨物自動車運送（引越し、宅配含む）で掲
載されている業者のうち、当該期間において、自走式車椅子
を必要な台数確保できる業者が一者のみであったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る開票会場設営、撤
去、運搬及び収納業
務

令和3年10月25日
株式会社デザイ
ンアーク

大阪市西区阿波座１丁
目５番16号

1,991,000

開票会場の設営と撤去は器材の運搬もあわせて正確に行う
必要があり、会場の設営が正確に行われない場合、開票作
業に多大な影響を与え、開票結果の報告が非常に遅くなる
おそれがある。開票会場の借用時間も限られており、素早く
正確に業務を遂行する必要がある為、経験や実績のない業
者では、上記のような対応ができず、開票作業に支障をきた
す可能性がある。さらに、同業務は、契約後短期間に多数の
人材を確保する必要があるが、入札の実施により契約時期
が遅れると人材の調達コストが上昇するため、選挙期日確
定後早急に契約しなければ著しく不利な価格をもって契約を
しなければならないおそれがあるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る投票所設営業務及
び投票事務業務

令和3年10月29日
公益社団法人
八尾市シルバー
人材センター

八尾市宮町１丁目10番
32号

（単価契約）
1,335,906

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定によるシ
ルバー人材センターとの契約。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第3号）

選挙管理
委員会事
務局

第49回衆議院議員総
選挙及び最高裁判所
裁判官国民審査に係
る八尾市立総合体育
館借上げ

令和3年10月29日
公益財団法人
八尾体育振興
会

八尾市青山町３丁目５番
24号

937,120

当該施設は、開票作業に必要な広さがあり、市のほぼ中心
部に位置しているため、開票作業を効率的に行うことができ
る。当該施設以外に開票作業に必要な条件を満たす施設が
ないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
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